
訪問リハビリテーション

医療機関が開設する指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の運営規程の記載例

＊下記は記載例であり、記載内容は、基準を満たす限り、任意のもので構いません。

医療法人○○会 △△病院（診療所）

［指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所］

運営規程

 （事業の目的）

第１条 医療法人○○会が開設する指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予

 防訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。）が行う指定訪問リハビリ

 テーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション（以下「訪問リハビリテーショ

 ン等」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定

 め、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下｢理学療法士等｣という。）

 が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等という。」）で、医師が訪

 問リハビリテーション等の必要を認めた者に対し、適正な訪問リハビリテーション等

 を提供することを目的とする。

 （運営の方針）

第２条 事業所の理学療法士等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りそ

 の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

生活機能の維持又は向上を目指し、居宅において理学療法、作業療法、その他必要な 

 リハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。また、事業の 

 実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密 

 接な連携を図る。

 （事業所の名称等）

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

１ 名称  医療法人○○会△△病院（診療所） 

（保険医療機関等として指定を受けた名称とします）

２ 所在地 岡山県○○市………

 （従業者の職種、員数及び職務の内容）

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

１ 管理者 医師１名

  事業所の従業者の管理及び訪問リハビリテーション等の利用の申込みに係る調整、

 業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

２ 理学療法士 １名（常勤職員）

  作業療法士 １名（常勤職員）

  言語聴覚士 １名（非常勤職員）

  （介護予防）訪問リハビリテーション計画書に基づき、訪問リハビリテーション等

 を行う。

３ 事務職員 １名（非常勤職員）

  必要な事務を行う。

 （営業日及び営業時間）

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

１ 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定す

 る休日及び１２月２９日から１月３日までを除く。
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２ 営業時間 月、火、水、金、土曜日は、午前８時３０分から午後５時３０分までと

 し、木曜日は、午前８時３０分から午後１時までとする。

 （利用料その他の費用の額）

第６条 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。

１ 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、訪問リハビリテーショ

 ン等が法定代理受領サービスであるときは、その１割又は２割の額とする。

２ 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問リハビリテーション等に要した交通

 費は、その実費を利用者から徴収する。

  なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

  通常の事業の実施地域を越えた地点から１キロメートルにつき×××円

３ 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

 明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。

 （通常の事業の実施地域）

第７条 通常の事業の実施地域は、岡山市○区の区域とする。

  （事故発生時の対応方法）

第８条  事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速

 やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な

 措置を行う。

２ 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべ

 き事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

３ 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

  （虐待防止のための措置）

第９条  事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるもの

 とする。

 (1) 虐待の防止に関する責任者の選定

 (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

 (3) その他の虐待防止のために必要な措置

２ 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養

 護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）により虐待を受けたと思われる利用

 者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 （成年後見制度の活用支援）

第10条  事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方

 法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

 （苦情解決体制の整備）

第11条  事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に係る利用者からの苦情に迅速か

 つ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

２ 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に関し、法第２３条の規定により市町

 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質

 問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

 又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

３ 事業者は、提供した訪問リハビリテーション等に係る利用者からの苦情に関して国

 民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導

 又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
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  （個人情報の保護）

第12条  事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する

  法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

 取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。また、利用者及びそ

 の家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るも

 のとする。

 （その他運営に関する重要事項）

第13条  その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。

１ 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。

２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用

 契約の内容とする。

４ 事業者は、訪問リハビリテーション等の提供に関する記録を整備し、その完結の日

 から５年間保存するものとする。

５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人○○会が定めるも

 のとする。

 （附則）

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
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平成 28 年 3月版 訪問リハビリテーション 

１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

   事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は

できません。 

３ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階

岡山市 事業者指導課 訪問通所事業者係  宛 

＜体制届 （                 ）在中＞

体制届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（訪問通所事業者係）のホームページからダウンロードできます。

届出が必要

な加算（減

算）等の発生

一覧表で必要

書類等の確認

郵送

（〒）

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供 3丁目 1－18 KSB 会館 4階 

   岡山市事業者指導課 訪問通所事業者係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。訪問リハビリテーション
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション） 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。

加算等 提出書類

短期集中リハビリ 

テーション実施加算 

（介護予防は届出不要）

※リハビリテーション 

マネジメント加算の 

算定が要件

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》 

⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格証の写し

リハビリテーション 

マネジメント加算 

（加算Ⅰ、加算Ⅱ）

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》 

⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格証の写し

社会参加支援加算 

※毎年度確認が必要

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④訪問リハビリテーション事業所における社会参加支援加算に係る 

 届出書（別紙１７） ※根拠書類を添付すること

⑤訪問リハビリテーション事業所における社会参加支援加算確認書 

（別紙１７付表） 

サービス提供体制強化 

加算

※毎年度確認が必要

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－３）

⑤サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－３付表） 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《届出月の前月のもの》

⑦サービス提供体制強化加算に係る勤続年数３年以上の者の状況 

 （市様式１３） 

※研修の実施等、加算の要件をすべて満たすこと。

※新規開設事業所は、４月目以降届出が可能となります。 

加算等の取り下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算等の要件を満たして 

いた最終月のもの》

※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付。 

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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○サテライト事業所の体制等に関する届出

加算等 提出書類

加算等の取り下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１サテライト）

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します  

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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